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 研修の目的 

行政活動の法的な意味を理解するとともに、日常業務を法的な視点で捉え、対応できる実務能力の

向上を図る。 

 講師・所属 

北見 宏介 (名城大学法学部教授) 

 研修のねらい・概要 

日常的な住民への行政対応を法令解釈から振り返るとともに、住民への対応のあり方について実務的・

具体的な理解を深める。 

 研修内容 

1.行政法学の基本的な考え方 

2.行政活動の全体像とそこで行われる色々な行為の形式 

3.行政が従うべき法とルール 

4.行政手続法 

5.行政による不適法状態への対応 

6.行政救済の基本的なしくみ 

7.行政事件訴訟 

8.審査請求 

9.国家賠償 

10.行政救済に関する注意点 

受講者の声（令和６年度） 

・具体的な事例等も交えており、説明が丁寧でわかりやすかった 

・日々の業務はどういった法的根拠に基づいているのか、その枠組みについて学ぶことができた。 

・日常で意識しなければならないことが多くあり、とても参考になった。 

・ユーモアがあり楽しく受講できました。 

・公務員として仕事をするうえで、行政法は切り離せない存在であるため、今回改めて学ぶこと

ができてよかった 

・どういった規定が根拠になっているのか、また、事務や事業を進めていく上で必要となる法的

な知識を学ぶことができた。その事務事業が寄りかかっている法律によって多少の違いはある

かもしれないが、基本的なルールは同じなので、どの課に異動しても使える知識を得ることがで

きてよかった 


